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【改正前】
＜容器包装全般について＞
①有料化
②ポイント還元
③マイバッグの提供
④声がけの推進
⑤その他取組

 レジ袋など容器包装の使用合理化の取組を定める「容器包装リサイクル法」の省令
（※）について、以下のとおり改正を行った。

 小売事業を行う際には容器包装の使用の合理化に向けた①～⑤の取組のうちいずれかを
行うことが義務づけられているところ、今般の改正により、レジ袋（プラスチック製買物袋）
については有料化が必須となった。

【改正後】
＜プラスチック製買物袋について＞
有料化 が必須

＜容器包装全般について＞
①有料化
②ポイント還元
③マイバッグの提供
④声がけの推進
⑤その他取組

（※）改正省令：
小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排
出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

プラスチック製買物袋の有料化に向けた省令改正
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1. 対象となる事業者

2. 対象となる袋

3. お金（価格設定と売上の使途）

4. その他

プラスチック製買物袋の有料化におけるポイント
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